
 

 

 

 

 

ケアプラン（居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画） 

自己作成の手引 
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 はじめに  

介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により

要介護状態等になった方が尊厳を保持し ､その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことが出来 ､必要な保健医療サービス及び福祉サービ

スによる支援が受けられるように、介護認定の状態区分に応じた保険給

付をする制度です。 

 サービスを利用するためにはサービス計画（ケアプラン）を立てて ､

事前に翌月に受けるサービス利用について事業所に予約する必要があり

ます。 

ケアプランには、介護保険の対象となるサービスのみではなく､「ボラ

ンティア」や民間の食料品配達サービス、地域の集いの場などインフォ

ーマルなサービスも含まれます。 

いつ、何処で、どのようなサービスをどの事業所からどれくらい使っ

て､どのように生活をするのかをこのケアプランによって決定し、それに

基づいて利用者とサービスを提供する事業者との間を調整し、さらに利

用料の管理を行うこととなります。 

ケアプランの作成や事業所との連絡、給付管理等一連の流れは通常､

居宅介護支援事業所や高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）

のケアマネジャーが、利用する方やそのご家族と相談の上で行いますが､

利用者や家族が行うことも出来ます。利用者や家族が行うことを「自己

作成ケアプラン」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 自己作成に当たって 

１．  自己作成ケアプランの流れ(詳しくは２ .具体的な手順の内容参照 ) 

①  市に自己作成する旨を届け出て、必要書類を受け取る。  

               サービス利用月前月の上旬 

 ②ケアプランを作成       サービス利用月前月の 10 日  

 ③サービス事業者に直接依頼･契約 サービス利用月前月の 10 日頃  

 ④サービス利用票等を市に提出  サービス利用月前月の 15 日  

 ⑤市で確認後､ 返却        サービス利用月前月の 20 日頃  

 ⑥事業所にサービス提供票及びサービス提供票別表を提出 

   サービス利用月前月の 20～ 25 日  

 ⑦サービス利用開始 

 ⑧サービス利用の実績を市に提出 サービス利用月翌月の 5 日まで 

以上、②～⑧までを毎月繰り返し行います。 



２．具体的な手順の内容 

①  市に自己作成する旨を届け出て、必要書類を受け取る。 

居宅介護(予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書（別記様式）

を提出して、ケアプランを自己作成する旨を市に届出し、必要書類

を受け取る。 

  必要書類 

 ・（第１表）居宅サービス計画書（１） 

 ・（第２表）居宅サービス計画書（２） 

 ・（第３表）週間サービス計画表 

 ・（第４表）サービス担当者会議の要点 

 ・（第５表）居宅介護支援経過 

 ・（第６表）サービス利用票（兼居宅サービス計画） 

 ・（第７表）サービス利用票別表 

・サービス提供票 

 ・サービス提供票別表 

 

  

②  ケアプランを作成 

②－１  利用者がその人らしく自立した生活をするために目標を立

て、目標を達成するために必要なサービスを検討し、プランを作成

します。具体的にはいつ、何処で、どんなサービスを、どの事業者

から、どれくらいの時間、どのように受けるかを家族（あるいは利

用者本人）や利用しようと思っているサービス提供事業者や地域包

括支援センターなどの関係者等と十分に相談･検討しながらケアプ

ランを作り、その内容を（第１表）から（第３表）に表記します。 

 

プランが出来たら、ケアプランに位置付けたサービスに係る利用

料金（介護報酬）を計算し、利用者本人の要介護状態区分に係る支

給限度基準額の範囲内であるかどうかや、利用者負担額がどのくら

いになるかを確認します。 

支給限度基準額を超えたサービス利用額は、全額自己負担となり

ますので、注意が必要です。 

 



②－２ サービス担当者会議の開催 

ケ ア プ ラ ンに つい て地域 包括支 援セ ンター や様々 なサ ービス 提

供事業者等の意見を聞き、関係者が同じ認識をもち、目標達成のた

めに情報を共有して適切なサービスを提供できるように、それぞれ

の事業所等に連絡をし、サービス担当者会議を開いて、その会議の

要点を（第４表）に表記します。 

なお、サービス担当者会議は、利用者の状況変化(介護度の変更や

サービス内容の変更等)があった時にも、その都度、開催すること

が望まれます。 

 

③  サービス事業者に直接依頼･契約  

各事業所へ利用するサービスの予約をします。 

予約するには､ケアプラン（サービス担当者会議を開いた場合には

サービス担当者会議の要点も一緒に）をそれぞれの事業所に提出し、

利用可能であれば契約（新規の場合）をして、いつ、どのくらい利

用するか日程等の連絡調整をします。ケアプランに基づいていない

サービスは原則、予約・利用できません。利用するためには、その

都度プランの変更が必要となります。 

 

④サービス利用票等を市に提出 

作成したサービス利用票（第６表）、サービス利用票別表（第７

表）を市に提出します。 

  

⑤市で確認後､ 返却  

市では、④で提出されたサービス利用票とサービス利用票別表に

記載されたサービス事業所、利用時間、単位数等を確認して、市印

を押した後返却します。 

 

 ⑥事業所にサービス提供票及びサービス提供票別表を提出 

  各事業所が正しくサービスを提供するためにも、サービス提供票

及びサービス提供票別表を各事業所に提出し、いつ、何処の事業所

でどれくらいのサービスを提供するのかを確認します。同時に、サ

ービス利用票（第６表）とサービス利用票別表（第７表）で、いつ、



何処の事業所でどれくらいのサービスを利用し、金額（自己負担額）

はいくらなのかを自己管理します。 

 

⑦サービス利用開始 

   居宅サービス契約に沿ったサービスが始まります。サービス提供

事業所等との連絡は密にとりましょう。「考え方の違い」等トラブ

ルを避けるためにも、サービス提供事業所等とは普段からコミュニ

ケーションをとっておくようにすると良いでしょう。 

 

⑧サービス利用の実績を市に提出 

サービスの利用状況は、一月ごとに管理が必要です。毎月のサー

ビス利用が終了したら、サービス提供票及びサービス提供票別表に

利用実績を記入して、５日までに市に提出してください。それをも

とに、市が給付管理を行います。 

 

３．  給付管理 

  給付管理とは、前月のサービス利用実績を国民健康保険団体連合会

に報告する業務で、この報告とサービス提供事業所からの請求内容を

照合させ、相違が無ければ各事業所に報酬が支払われます。自己作成

ケアプランの場合、給付管理は、市が行います。サービス提供事業所

からの請求内容と異なった場合には、サービス提供事業所への報酬が

支払われないこともあります。 

 

４．  その他 

  自己作成プランでわからない事や相談等がある場合には、市役所や

高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

高齢者なんでも相談室（地域包括支援センター）  

   〇北部地域包括支援センター 

江戸川台東２丁目１９番地    電話  ７１５５－５３６６ 

旧江戸川台出張所        FAX  ７１５４－３２０７ 

   〇北部西地域包括支援センター 

    大字中野久木４２１番地     電話  ７１９７－１３７８ 

特別養護老人ホーム花のいろ内  FAX  ７１９７－１６１５ 

   〇中部地域包括支援センター 

    下花輪４０９番地の６      電話  ７１５０－２９５３ 

東葛病院付属診療所内      FAX  ７１５８－８４１９ 

   〇東部地域包括支援センター 

    野々下２丁目４８８番地の５   電話  ７１４８－５６６５ 

特別養護老人ホームあざみ苑内  FAX  ７１４１－２２８０ 

   〇南部地域包括支援センター 

    平和台２丁目１番地の２     電話  ７１５９－９９８１ 

流山市ケアセンター２階     FAX  ７１７８－８５５５ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒 270-0192 

流山市平和台１丁目１番地の１ 

流山市役所 健康福祉部 

介護支援課 介護給付係 

TEL 04-7150-6531 

FAX  04-7159-5055 

Mail kaigo@city.nagareyama.chiba.jp 



 

 

 

 

 

 

Ⅱ 作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

サービス利用（提供）票「基本項目」の作成要領 

 

番

号  

項目  記入方法  備考  

①   認定済・申請中の

区分  

「認定済」・「申請中」の区分の

どちらかを○で囲む。  

「 新 規 申 請 中 」、「 区 分 変 更

申 請 中 に 当 該 認 定 有 効 期 間

を 超 え た 場 合 」 に つ い て は

「 申 請 中 」 と な り 、 そ の 他

の場合が、「認定済」となる。 

②   対象年月  居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 対 象 と な

る年月を和暦で記載する。  

 

③   保険者番号  被 保 険 者 証 ま た は 資 格 者 証 に

記載された内容を転記する。  

 

④   保険者名  

⑤   被保険者番号  

⑥   被保険者氏名  

⑦   生年月日  

⑧   性別  

⑨   要介護状態区分  「 認 定 済 」 の 場 合 は 、 被 保 険

者 証 に 記 載 さ れ た 要 介 護 状 態

区分を○で囲む。  

「 申 請 中 」 の 場 合 は 居 宅 サ ー

ビ ス 計 画 作 成 に あ た っ て 前 提

と し た 要 介 護 状 態 区 分 を ○ で

囲む。  

 

⑩   変 更 後 要 介 護 状

態区分・変更日  

月 途 中 で 要 介 護 状 態 区 分 に 変

更 が あ っ た 場 合 、 変 更 後 の 要

介 護 状 態 区 分 を ○ で 囲 み 、 変

更日を記載する。  

 

⑪   居 宅 介 護 支 援 事

業 者 事 業 所 名 担

居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を 作 成 し た

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 及 び 担

利 用 者 が 作 成 し た 場 合 は 記

載不要。  



当者名  当者名を記載する。  

⑫   作成年月日  居 宅 サ ー ビ ス 計 画 か ら サ ー ビ

ス 利 用 票 を 作 成 し 、 利 用 者 の

同 意 を 得 た 日 付 を ま た 、 居 宅

サ ー ビ ス 計 画 の 変 更 を 行 な っ

た 場 合 は 、 変 更 後 の 居 宅 サ ー

ビ ス 計 画 に 基 づ い て サ ー ビ ス

利 用 票 を 作 成 し 利 用 者 の 同 意

を得た日付を記載する。  

利 用 者 が 作 成 し た 場 合 は 記

載不要。  

⑬   利用者確認  居 宅 介 護 支 援 事 業 が 保 存 す る

サ ー ビ ス 利 用 票 （ 控 ） に 、 利

用者の確認を受ける。  

利 用 者 が 作 成 し た 場 合 は 記

載不要。  

⑭   保険者確認印  利 用 者 が 自 ら 作 成 し た 居 宅 サ

ー ビ ス 計 画 に 基 づ き サ ー ビ ス

利 用 票 を 作 成 し た 場 合 、 そ の

受 付 を 行 な っ た 市 町 村 が 確 認

印を押印。（居宅介護支援事業

者の場合は押印不要）  

 

⑮   届出年月日  利 用 者 が 自 ら 作 成 し た 居 宅 サ

ー ビ ス 計 画 に 基 づ き サ ー ビ ス

利 用 票 を 作 成 し た 場 合 、 そ の

受 付 を 行 な っ た 市 町 村 が 確 認

印を押印。（居宅介護支援事業

者の場合は押印不要）  

 

⑯  区 分 支 給 限 度 基

準額  

被 保 険 者 証 に 記 載 さ れ た 支 給

限 度 基 準 額 （ 単 位 数 ） を 記 載

する。  

月 途 中 に 変 更 が あ る 場 合

は 、 重 い ほ う の 「 要 介 護 状

態 区 分 」 に 対 応 し た 額 と 一

致させる。  

⑯   限度額適用期間  被 保 険 者 証 に 記 載 さ れ た 限 度

額適用期間を記載する。  

 

⑰   前 月 ま で の 短 期

入所利用日数  

計 画 対 象 月 ま で の 短 期 利 用 日

数を記載する  

新 規 認 定 申 請 中 の 場 合 は ０

と記載する。  



 

 

 

サービス利用（提供）票「月間サービス計画」の作成要領 

 

番号  項目  記入方法  備考  

①  -1 曜日  対象月における 日付 に対応し

曜日を記載する。  

休 日 等 を 区 分 す る 必 要 が あ

る 場 合 は 、 ○ を つ け る な ど

の記載方法をとる。  

②  -1 提供時間帯  サービス提供開始 ・終了 の予

定時刻を 24 時間 制（ 0:00～

23:59）で記載する。  

福 祉 用 具 貸 与 、 短 期 入 所 サ

ービスの場合は記載不要。  

③  -1 サービス内容  運用するサービス コード に対

応するサービスの 名称を 記載

する。  

「 介 護 給 付 費 単 位 数 ・ サ ー

ビスコード表」の省略名称。 

④  -1 サ ー ビ ス 事 業 者

事業所名  

サービス提供を行 なう事 業所

の名称を記載する。  

 

⑤  -1 予定  その日の該当す るサ ービスを

チェックする。（通常、提供回

数「１」を記載）  

福 祉 用 具 貸 与 の 場 合 は 不

要。  

⑥  -1 実績  サービスを提供 した 事業所が

実績を記載する。（計画作成時

は不要）  

 

⑦  -1 合計回数  各行の「予定」 欄に 記載され

た 提 供 回 数 の 合 計 を 記 載 す

る。  

福 祉 用 具 貸 与 の 場 合 は 不

要。  

 

 

 

 

 

 



 

 

サービス利用（提供）票別表の作成要領 

 

番

号  

項目  記入方法  備考  

①  事業所名  「 サ ー ビ ス 利 用 票 」 の 「 サ ー ビ

ス 事 業 者 事 業 所 名 」 欄 か ら 転 記

する。  

集 計 行 に も 対 象 事 業 所 名

を記載する。  

②  事業所番号  上 記 の 「 事 業 所 名 」 に 対 応 す る

事業所番号を記載する。  

集 計 行 に も 対 象 事 業 所 番

号を記載する。  

③  サ ー ビ ス 内 容 ／

種類  

「 サ ー ビ ス 利 用 票 」 の 「 サ ー ビ

ス内容」欄から転記する。  

集 計 行 は 、 サ ー ビ ス 種 類

の名称を記載する。  

④  サービスコード  上 記 「 サ ー ビ ス 内 容 」 に 対 応 す

る サ ー ビ ス コ ー ド を 「 介 護 給 付

費 単 位 数 サ ー ビ ス コ ー ド 表 」 に

より確認し記載する。  

集計行は、記載不要。  

 

⑤  単位数  上 記 「 サ ー ビ ス コ ー ド 」 に 対 応

す る １ 回 あ た り の 単 位 を 「 介 護

給 付 費 単 位 数 サ ー ビ ス コ ー ド

表」により確認し記載する。  

集計行は、記載不要。  

福 祉 用 具 貸 与 は 、 記 載 不

要。  

⑥  割引適用後率％  上 記 「 サ ー ビ ス 内 容 ／ 種 類 」 に

対 応 す る 割 引 率 を 確 認 し 割 引 後

の 率 を 求 め 記 載 す る 。 (割 引 率

=100%－割引率 (%)) 

料 金 割 引 を 行 な っ て い な

い場合は、記載不要。  

⑦  割 引 適 用 後 単 位

数  

上 記 の 「 単 位 数 」 に 「 割 引 率 」

を 乗 じ て 算 出 し た 割 引 後 の 単 位

数 （ 小 数 点 以 下 四 捨 五 入 ） を 記

載する。  

料 金 割 引 を 行 な っ て い な

い場合は、記載不要。  

⑧  回数  「 サ ー ビ ス 利 用 票 」 の 「 予 定 」

欄 か ら １ か 月 分 の 合 計 回 数 を 転

記する。  

集計行は記載不要。  

福 祉 用 具 貸 与 は 、 記 載 不

要。  



⑨  サ ー ビ ス 単 位 ／

金額  

上記「単位数」（料金割引を行な

っ て い る 場 合 は 、「 割 引 後 単 位

数」）に「回数」を乗じた結果を

記載する。  

集 計 行 を 識 別 で き る よ う 記 載 す

る。（例括弧書等）  

区 分 支 給 限 度 管 理 対 象 外 サ ー ビ

ス （ 特 例 地 域 加 算 等 ） に つ い て

は 、 合 計 に 含 め な い た め 、 識 別

できるよう記載する。  

福 祉 用 具 貸 与 の 場 合 は 実

際 の 費 用 額 を 単 位 数 単 価

で 除 し た 結 果 を 記 載 す

る。  

 

 


